（日本工業規格Ａ４）
（第１面）
適格機関投資家等特例業務の廃止に関する届出書
平成20年8月1日
関　東　財　務　局　長　　殿
　　　　　　　　　　　　　　
届出者

　
	住所又は所在地
	東京都中央区日本橋一丁目●番●号

	電話番号
	03-5555-5555

	商　　号

又は名称
	ビーフィーター合同会社

	氏　　名
	代表社員　
ボンベイサファイア有限責任中間法人

	
	職務執行者　木藤正義

	（法人にあっては、代表者の役職氏名）


金融商品取引法第63条の2第3項第2号の規定により以下のとおり届け出ます。
	廃止の年月日
	平成20年8月1日

	理由
	当社は、金融商品取引法第63条第1項第2号に基づき行っていた適格機関投資家等特例業務における運用財産並びにこれに関連する権利及び義務を、平成20年7月31日、他の適格機関投資家等特例業務を行う者にすべて譲渡しました。当該譲渡に伴い、当社の適格機関投資家等特例業務に係る運用業務が終了したことから、以前に届出を行っていた適格機関投資家等特例業務を廃止致しました。
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